
処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

都市防災課参事（密集市
街地対策グループ）にある
職員

都市防災課課長補佐（耐
震グループ）にある職員

道路環境課課長補佐（管
理グループ長）にある職員

道路環境課主査（管理グ
ループ）にある職員

管理グループ主査全員
（４名）が対象

都市整備部
道路室
道路整備課

道路整備課主査（総務グ
ループ）にある職員

総務グループ主査全員
（２名）が対象

道路環境課課長補佐（管
理グループ長）にある職員

道路環境課主査（管理グ
ループ）にある職員

管理グループ主査全員
（４名）が対象

道路環境課課長補佐（管
理グループ長）にある職員

道路環境課主査（管理グ
ループ）にある職員

管理グループ主査全員
（４名）が対象

道路環境課課長補佐（管
理グループ長）にある職員

道路環境課主査（管理グ
ループ）にある職員

管理グループ主査全員
（４名）が対象

交通計画課課長補佐（総
務グループ長）にある職員

交通計画課主査（総務グ
ループ）にある職員

5

道路整備特別措置法第５
３条第２項に規定される地
方道路公社が指定市の市
道以外の市町村道に関し
て同法に基づいてした処
分その他公権力の行使

都市整備部
道路室
道路環境課

6
自動車運転代行業の業務
の適正化に関する法律第
２２条第２項に基づく処分

都市整備部
交通戦略室
交通計画課

3

共同溝の整備等に関する
特別措置法第１２条第２
項、第１４条第１項、第１７
条、第１９条に基づく処分
又は同法に基づく申請に
対する不作為

都市整備部
道路室
道路環境課

4

電線共同溝の整備等に関
する特別措置法第４条第
４項、第１０条、第１１条第
１項、第１２条第１項、第１
５条第１項、第１６条第２
項、第１７条第１項、第２６
条に基づく処分又は同法
に基づく申請に対する不
作為

都市整備部
道路室
道路環境課

2

道路法に基づく処分又は
同法に基づく申請に対す
る不作為（法第４６条第２
項、第６８条第１項若しく
は第２項に規定されてい
るものを除く。）

都市整備部
道路室
道路環境課

都市整備部審理員候補者名簿

1
都市防災課が行う処分全
般

都市整備部
事業調整室
都市防災課



処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

河川整備課課長補佐（総
務グループ長）にある職員

河川整備課主査（総務グ
ループ）にある職員

総務グループ主査（１
名）が対象

河川環境課課長補佐（管
理グループ）にある職員

管理グループ課長補佐
全員（２名）が対象

河川環境課主査（管理グ
ループ）にある職員

管理グループ主査全員
（３名）が対象

河川環境課課長補佐（砂
防グループ長）にある職員

河川環境課主査（砂防グ
ループ）にある職員

砂防グループ主査全員
（３名）が対象

経営企画課課長補佐にあ
る職員

経営企画課課長補佐全
員（２名）が対象

経営企画課主査にある職
員

経営企画課主査全員
（４名）が対象

公園課課長補佐（公園整
備グループ長）にある職員

公園課主査（公園整備グ
ループ）にある職員

公園整備グループ主査
全員（２名）が対象

公園課課長補佐（公園活
性化グループ）にある職員

公園活性化グループ課
長補佐全員（２名）が対
象

公園課主査（公園活性化
グループ）にある職員

公園活性化グループ主
査全員（３名）が対象

用地課課長補佐（総務・地
価調整グループ長）にある
職員

用地課主査（総務・地価調
整グループ）にある職員

総務・地価調整グルー
プ主査全員（２名)が対
象

用地課課長補佐（企画・補
償グループ長）にある職員

用地課主査（企画・補償グ
ループ）にある職員

企画・補償グループ補
償担当主査全員（２名)
が対象

13

用地課企画・補償グルー
プの担当事務に係る法令
（条例、規則等を含む。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為

都市整備部
用地課

11

公園課公園活性化グルー
プの担当事務に係る法令
（条例、規則等を含む。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為

都市整備部
公園課

12

用地課総務・地価調整グ
ループの担当事務に係る
法令（条例、規則等を含
む。）に基づく処分又は当
該法令に基づく申請に対
する不作為

都市整備部
用地課

9 下水道法に基づく処分
都市整備部
下水道室
経営企画課

10

公園課公園整備グループ
の担当事務に係る法令
（条例、規則等を含む。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為

都市整備部
公園課

8

大阪府急傾斜地崩壊防止
工事に係る負担金の徴収
に関する条例に基づく処
分又は同条例に基づく申
請に対する不作為

都市整備部
河川室

河川環境課

7

河川環境課の担当事務に
係る法令（条例、規則等を
含む。ただし、大阪府急傾
斜地崩壊防止工事に係る
負担金の徴収に関する条
例に関するものは除く。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為
※大阪府知事が行った処
分又は不作為

都市整備部
河川室

河川整備課

河川環境課の担当事務に
係る法令（条例、規則等を
含む。ただし、大阪府急傾
斜地崩壊防止工事に係る
負担金の徴収に関する条
例に関するものは除く。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為
※上記以外

都市整備部
河川室

河川環境課



処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

用地課課長補佐（用地・収
用グループ長）にある職員

用地課主査（用地・収用グ
ループ）にある職員

用地・収用グループ主
査全員（４名)が対象

用地課課長補佐（財産管
理グループ長）にある職員

用地課主査（財産管理グ
ループ）にある職員

財産管理グループ主査
全員（２名)が対象

16

高齢者の居住の安定確保
に関する法律第７条第４
項に定める登録不適合、
第８条に定める登録の拒
否、第２６条に定める登録
の取消し

住宅建築局
居住企画課

居住企画課課長補佐（総
務調整グループ長）にある
職員

17

高齢者の居住の安定確保
に関する法律第７９条、第
８０条、第８２条に定める
罰則

住宅建築局
居住企画課

居住企画課課長補佐（総
務調整グループ長）にある
職員

18

居住企画課が行う処分の
うち、高齢者の居住の安
定確保に関する法律に係
る処分以外のもの

住宅建築局
居住企画課

居住企画課課長補佐の職
（総務調整グループ長）に
ある職員

19

屋外広告物法第７条に基
づく、大阪府屋外広告物
条例第１８条第１項、第１
９条、第２０条に定める除
却命令等の処分

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

20
大阪府屋外広告物条例第
１８条第２項に定める許可
取消処分

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

21

屋外広告物法第８条に基
づく、大阪府屋外広告物
条例第２０条の２から第２
０条の７までに定める、保
管、公示、売却等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

22

屋外広告物法第９条に基
づく、大阪府屋外広告物
条例第２２条の４に定める
屋外広告物業の登録の拒
否

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

23

屋外広告物法第９条に基
づく、大阪府屋外広告物
条例第２２条の８に定める
屋外広告物業の登録の抹
消

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

24

屋外広告物法第９条に基
づく、大阪府屋外広告物
条例第２４条の４に定める
屋外広告物業の登録の取
り消し等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

15

用地課財産管理グループ
の担当事務に係る法令
（条例、規則等を含む。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為

都市整備部
用地課

14

用地課用地・収用グルー
プの担当事務に係る法令
（条例、規則等を含む。）
に基づく処分又は当該法
令に基づく申請に対する
不作為

都市整備部
用地課



処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

25
屋外広告物法第３３条に
基づく、過料

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

26
景観法第８条に定める景
観計画の決定

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

27
景観法第１６条に定める
勧告等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

28
景観法第１７条に定める
命令等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

29
景観法第１８条に定める
行為の着手の制限等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

30
景観法第１９条に定める
景観重要建造物の指定

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

31
景観法第２３条に定める
命令等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

32
景観法第２６条に定める
命令または勧告

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

33
景観法第２７条に定める
指定の解除

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

34
景観法第２８条に定める
景観重要樹木の指定

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

35
景観法第３２条により第２
３条を準用して定める命令
等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

36
景観法第３４条に定める
命令または勧告

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

37
景観法第４５条に定める
報告の徴収

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

38

景観法第８３条に定める
景観協定の認可
（同第８４条に定める景観
協定の変更の認可、同８８
条に定める景観協定の廃
止の認可）

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

39
景観法第９２条に定める
景観整備機構の指定

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

40

景観法第９５条に定める
景観整備機構に対する報
告徴収、措置命令、取消
し等

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

41
景観法第１０５条、１０６
条、１０７条に定める過料

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員



処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

42

建築基準法第７３条に定
める建築協定の認可（第７
４条に定める建築協定の
変更の認可、第７６条に定
める建築協定の廃止の認
可）

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

43
福祉のまちづくり条例第３
１条に基づく認定の処分

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（建
築環境・設備グループ長）
にある職員

44
建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律
に基づく処分

 住宅建築局建築環境課
建築環境課課長補佐（住
環境推進グループ長）に
ある職員

45
長期優良住宅の普及の促
進に関する法律に基づく
処分

 住宅建築局建築環境課
建築環境課課長補佐（住
環境推進グループ長）に
ある職員

46
都市の低炭素化の促進に
関する法律に基づく処分

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（住
環境推進グループ長）に
ある職員

47

浄化槽法に基づく処分（５
条３項、２４条、２８条２
項、３２条２項に定める処
分）

住宅建築局
建築環境課

建築環境課課長補佐（住
環境推進グループ長）の
職にある職員

48
新住宅市街地開発法に基
づく権利の設定又は移転
の承認関する処分

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（確
認・検査グループ長）にあ
る職員

49
被災市街地復興特別措置
法に基づく建築許可に関
する処分

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（開
発許可グループ長）にある
職員

50
租税特別措置法に基づく
優良宅地等の認定に関す
る処分

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（確
認・検査グループ長）にあ
る職員

51
大阪府建築基準法施行条
例第４条に基づく処分

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（開
発許可グループ長）にある
職員

52

建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律に
基づく処分（建築振興課所
管除く。）

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（調
整グループ長）にある職員

53
宅地造成及び特定盛土等
規制法に基づく処分（建築
安全課所管除く。）

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（確
認・検査グループ長）にあ
る職員

54

都市計画法に基づく処分
又はその不作為（同法第
３章に係るものに限る。）
（他課分掌のもの及び開
発審査会に審査請求する
ものを除く。）

住宅建築局
建築指導室審査指導

課

審査指導課課長補佐（確
認・検査グループ長）にあ
る職員

55 建築士法に基づく処分
住宅建築局

建築指導室建築安全
課

建築安全課課長補佐（監
察・指導グループ長）にあ
る者



処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

56

建築基準法第77条の30、
第77条の35、第77条の35
の16、第77条の35の19及
び第77条の35の20の規定
に基づく監督処分、指定
の取消し、業務の停止及
び委任の解除

住宅建築局
建築指導室建築安全

課

建築安全課課長補佐（監
察・指導グループ長）の職
にある者

57
宅地造成及び特定盛土等
規制法に基づく処分（審査
指導課所管分を除く。）

住宅建築局
建築指導室建築安全

課

建築安全課課長補佐（計
画・指導グループ長）の職
にある者

建築振興課課長補佐（建
設業許可グループ長）の
職にある職員

建築振興課建設業許可グ
ループ主査（建設業許可
総括主査）にある職員

建築振興課課長補佐（建
設業許可グループ長）に
ある職員

建築振興課建設業許可グ
ループ主査（建設業許可
総括主査）にある職員

建築振興課課長補佐（建
設業許可グループ長）に
ある職員

建築振興課建設業許可グ
ループ主査（建設業許可
 担当総括主査）にある職
員

建築振興課課長補佐（建
設業許可グループ長）に
ある職員

建築振興課建設業許可グ
ループ主査（建設業許可
 担当総括主査）にある職
員

建築振興課課長補佐（宅
建業免許グループ長）に
ある職員

建築振興課宅建業免許グ
ループ主査（宅建業免許
総括主査）にある職員

建築振興課課長補佐（宅
建業免許グループ長）に
ある職員

建築振興課宅建業免許グ
ループ主査（宅建業免許
総括主査）にある職員

64
住宅経営室が行う処分全
般

住宅建築局
住宅経営室経営管理

課
経営管理課総括補佐

63
建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律に
基づく処分

住宅建築局
建築指導室建築振興

課

61
積立式宅地建物販売業法
に基づく処分

住宅建築局
建築指導室建築振興

課

62 建設業法に基づく処分
住宅建築局

建築指導室建築振興
課

59
不動産特定共同事業法に
基づく処分

住宅建築局
建築指導室建築振興

課

60
不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく処分

住宅建築局
建築指導室建築振興

課

58
宅地建物取引業法に基づ
く処分

住宅建築局
建築指導室建築振興

課



処分等の分類 所属 審理員となるべき者 備考

65
公営住宅使用許可（他課
分掌のものを除く。）

住宅建築局
住宅経営室住宅整備

課

住宅整備課課長補佐にあ
る職員

住宅整備課課長補佐全
員（３名）が対象


